
新医第２８８号(業) 

令和４年８月２３日 

 

 

郡 市 医 師 会 長  様 

 

 

新潟県医師会長 

堂 前 洋一郎 

 

 

「感染症法に基づく届出の基準等」並びに「サル痘に関する情報提供及び協力依頼」 

の一部改正について 

  

 このことについて、日本医師会より別添のとおり通知がありましたので、ご参考ま

でにお知らせいたします。 

 

 

 



日医発第 916 号（健Ⅱ） 

令和４年８月 12 日 

 

都道府県医師会 

感染症危機管理担当理事 殿 

 

日本医師会感染症危機管理対策室長  

釜 萢  敏 

 

「感染症法に基づく届出の基準等」並びに「サル痘に関する情報提供及び協力依頼」 

の一部改正について 

 

今般、厚生労働省より各都道府県等宛標記の通知２件がなされ、本会に対しても周

知方依頼がありました。 

概要は下記のとおりです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及

び関係医療機関に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第１項及び第14 

条第２項に基づく届出の基準等について」の一部改正について 

○サル痘についての現時点の知見等に鑑み、感染症法に基づく届出通知の別紙「医師

及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を別添新旧対照表

のとおり改正し、令和４年８月 10日より適用する。 

・本年５月以降の国際的なサル痘の流行については、過去の流行で報告のなかった性

的接触に伴うと考えられる特徴的な症状が報告されている。これらの知見を踏まえ、

「（２）臨床的特徴」並びに「（３）届出基準」における「検査方法」及び「検査材料」

の改正を行う。 

・届出様式については、準備が整い次第改正することとしているが、それまでの間、

次に示す症状を確認した場合は、その症状を、「その他」の欄に記載すること。 

咽頭痛、筋肉痛、肛門直腸痛、倦怠感、その他の皮膚粘膜病変 

 

サル痘に関する情報提供及び協力依頼について（令和４年８月 10日一部改正） 

○令和４年７月 20 日付日医発第 740 号（健Ⅱ）をもって貴会宛ご連絡した別添「サ

ル痘への対応について」が修正されたこと。（主な改正箇所は太字下線参照） 

 

新潟県医師会

'22.08.16

㊢



  事 務 連 絡  

令和４年８月 10 日  

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

                       厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」の一部改正について 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項及び

第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18 年３月８日付け健感発第

0308001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出通知」という。）に

おいて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法

律第 114 号）第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等をお示しして

いるところです。 

今般、サル痘についての現時点の知見等に鑑み、届出通知の別紙「医師及び指定

届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を改正し別添のとおり、

都道府県等宛て通知しておりますので、情報提供いたします。 

つきましては、別添の内容について貴会会員にご周知いただきますようお願いし

ます。 



別添 

健感発 0810 第１号  

令和４年８月 10 日  

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                       厚生労働省健康局結核感染症課長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」の一部改正について 

 

 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12条第１項及び第 14 条

第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18 年３月８日付け健感発第 0308001 号厚生

労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出通知」という。）において、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 12 条第１項及

び第 14 条第２項に基づく届出の基準等をお示ししているところです。 

今般、サル痘についての現時点の知見等に鑑み、届出通知の別紙「医師及び指定届出機

関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を別添のとおり改正し、本日から適用

することといたしました。 

当該改正の概要等については、下記のとおりですので、御了知いただくとともに、貴管

内市町村、関係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 改正概要 

  本年５月以降の国際的なサル痘の流行については、過去の流行で報告のなかった性的接

触に伴うと考えられる特徴的な症状が報告されている。これらの知見を踏まえ、「（２）臨

床的特徴」並びに「（３）届出基準」における「検査方法」及び「検査材料」の改正を行

う。 

 

２ 適用日 

本日より適用する。 

 

 



 

３ 留意事項 

 届出様式については、準備が整い次第改正することとしているが、それまでの間、次に

示す症状を確認した場合は、その症状を、「その他」の欄に記載すること。 

 
咽頭痛、筋肉痛、肛門直腸痛、倦怠感、その他の皮膚粘膜病変 

 



   
新旧対照表 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１項及び第14条第２項に基づく届出の基準等について」 

改正後 現行 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

第１～第４ （略） 

 

第５ 四類感染症 

１～12 （略） 

 

１３  サル痘 

（１）略 

（２）臨床的特徴 

 ウイルスを保有するヒトやげっ歯類などの動物との接触、及びそれらの皮膚

粘膜病変、血液、体液との接触により感染する。感染したヒトとの接触（性的

接触を含む）の他、接近した対面による飛沫への長時間の曝露、体液や飛

沫で汚染された寝具等との接触によっても感染する。潜伏期間は通常７～１

４日（５～２１日）である。皮疹、粘膜疹、その他の皮膚粘膜病変、発熱、頭

痛、筋肉痛、背部痛、咽頭痛、肛門直腸痛、倦怠感、リンパ節腫脹がみられ

る。致死率は低い。 

（３）届出基準 

ア  患者（確定例） 

  医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見か

らサル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘

患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

  この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれか

を用いること。 

（別紙） 

 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

第１～第４ （略） 

 

第５ 四類感染症 

１～12 （略） 

 

１３  サル痘 

（１）略 

（２）臨床的特徴 

 げっ歯類やサルなどの野生動物、あるいはそれらから感染したペットに咬

まれる、あるいは血液、体液、発疹などに触れることで感染する。ヒトからヒト

への感染はまれではあるが、飛沫による感染、あるいは体液、患者の体液

や飛沫で汚染された衣類・寝具などとの接触による感染がありうる。潜伏期

間は７～２１日（大部分は１０～１４日）である。発熱、不快感、頭痛、背部痛、

発疹など、痘そうとよく似た症状がみられるが、局所リンパ節の腫脹がある。

致死率は低い。 

（３）届出基準 

ア  患者（確定例） 

  医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見か

らサル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘

患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

  この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

（別添） 



 

イ  無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

欄に掲げる検査方法により、サル痘の無症状病原体保有者と診断した場合

には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを

用いること。  

ウ  感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見

から、サル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サ

ル痘により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届

出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを

用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

ら、サル痘により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を直ちに行わなければならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 皮膚又は粘膜病変、

水疱内容液、鼻咽頭

拭い液、咽頭拭い液、

肛 門 直腸 拭 い液 、そ

の他粘膜拭 い液 、血

液、尿、その他検査方

法に適する材料 

病原体の特異抗原の検出 

検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺

伝子の検出 

 

イ  無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左

欄に掲げる検査方法により、サル痘の無症状病原体保有者と診断した場合

には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、

それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

ウ  感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見

から、サル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サ

ル痘により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届

出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、

それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

ら、サル痘により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を直ちに行わなければならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 水疱、膿疱、血液、リ

ンパ節 ウイルス粒子の直接観察（電子顕微鏡）による病

原体の検出（確定例からの二次感染時又は感染

動物からの感染が強く疑われる場合） 

蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

 

 



 

  

１３ サル痘 

 

（１）  定義 

サル痘ウイルス（Monkeypox virus）による急性発疹性疾患である。 

 

（２）  臨床的特徴 

ウイルスを保有するヒトやげっ歯類などの動物との接触、及びそれらの皮膚粘膜病変、血液、体液と

の接触により感染する。感染したヒトとの接触（性的接触を含む） の他、接近した対面による飛沫へ

の長時間の曝露、体液や飛沫で汚染された寝具等との接触によっても感染する。潜伏期間は通常７～１

４日（５～２１日）である。皮疹、粘膜疹、その他の皮膚粘膜病変、発熱、頭痛、筋肉痛、背部痛、咽

頭痛、肛門直腸痛、倦怠感、リンパ節腫脹がみられる。致死率は低い。 

 

（３）  届出基準  

ア  患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からサル痘が疑われ、かつ、次

の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による

届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

イ  無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、

サル痘の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わな

ければならない。 

この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

ウ  感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、サル痘が疑われ、かつ、

次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項

の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

エ  感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、サル痘により死亡した

と疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 皮膚又は粘膜病変、水疱内

容液、鼻咽頭拭い液、咽頭

拭い液、肛門直腸拭い液、

その他粘膜拭い液、血液、

尿、その他検査方法に適す

る材料 

病原体の特異抗原の検出 

検体から直接の核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出 
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事 務 連 絡 

令和４ 年５ 月20日 

令和４ 年８ 月10日一部改正 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

サル痘に関する 情報提供及び協力依頼について 

 

我が国では、 サル痘については、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関す

る 法律（ 平成10年法律第114号。 以下「 感染症法」 と いう 。） に基づき 、 ４ 類感染症に位置

づけ、 サル痘の患者を診断し た医師は、 都道府県知事等に対し て直ちに届け出る こ と を

義務づけています。  

本年５ 月以降の欧米を中心と し たサル痘の国際的な感染の拡大については、「 サル痘に

関する 情報提供及び協力依頼について」（ 令和４ 年５ 月20日付け（ 令和４ 年７ 月19日最終

改正） 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡） に基づく 対応をお願いし ている と こ ろ

ですが、 先般、 国内でサル痘患者の発生が確認さ れたこ と も 踏ま え、 引き 続き 、 国内外

の発生動向等に注意する 必要があり ま す。  

つき ま し ては、 感染症法に基づく サル痘の届出基準を改めてご確認いただく と と も

に、 別添について貴会会員にご周知いただき 、 臨床症状から サル痘を疑う 患者を診察し

た場合には、 最寄り の保健所にご連絡をいただき ま すよ う お願いし ま す。  

ま た、 同様の事務連絡を都道府県等に発出し ており ますこ と を申し 添えま す。  

 

 

本件に関し て、 別添を修正いたし ま し た。（ 主な改正箇所は太字下線）  
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事 務 連 絡 

令和４ 年５ 月20日 

令和４ 年８ 月10日最終改正 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（ 局） 御中 

特 別 区 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

サル痘に関する 情報提供及び協力依頼について 

 

我が国では、 サル痘については、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関す

る 法律（ 平成10年法律第114号。 以下「 感染症法」 と いう 。） に基づき 、 ４ 類感染症に位置

づけ、 サル痘の患者を診断し た医師は、 都道府県知事等に対し て直ちに届け出る こ と を

義務づけています。  

本年５ 月以降の欧米を中心と し たサル痘の国際的な感染の拡大については、「 サル痘に

関する 情報提供及び協力依頼について」（ 令和４ 年５ 月20日付け（ 令和４ 年７ 月19日最終

改正） 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡） に基づく 対応をお願いし ている と こ ろ

ですが、 先般、 国内でサル痘患者の発生が確認さ れたこ と も 踏ま え、 引き 続き 、 国内外

の発生動向等に注意する 必要があり ま す。  

貴職におかれま し ては、 別添について、 管下の医療機関にご周知頂き 、 臨床症状から

サル痘を疑う 患者の対応についての相談や情報提供があった場合には、 厚生労働省健康

局結核感染症課に連絡をお願いし ま す。 ま た、 疑い事例が発生し た場合には、 別添の対

応につき 、 ご協力をお願いし ます。  

なお、 同様の事務連絡を公益社団法人日本医師会宛てに発出し ており ま すこ と を申し

添えます。  

本件に関し て、 別添を修正いたし ま し た。（ 主な改正箇所は太字下線）  
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別添 

 

サル痘への対応について 

 

１ ． 各国の事例について 

2022 年５ 月以降、 欧州、 北米等において、 サル痘の感染例及び疑い例が報告さ れてい

る 。 ８ 月５ 日の世界保健機関（ WHO） の発表では、 2022 年１ 月 1 日以降、 89 カ国・ 地域

から 、 計 26, 556 例の確定例、 12 例の死亡例が報告さ れている 1。 また、 WHOは、 症例の

多く は、 最近 1 人又は複数と 性交渉を経験し た男性間の性交渉を行う 者( Men who have 

Sex wi t h Men:  MSM) の間で発生し ており 、 現時点で、 こ れら のネッ ト ワ ーク を超えた持

続的な感染伝播の兆候はないこ と を指摘し ている 1。  

 

２ ． 我が国における 対応について 

サル痘は、 我が国では感染症法上の４ 類感染症に位置づけら れており 、 当該感染症の

患者も し く は無症状病原体保有者を診断し た医師、 感染死亡者及び感染死亡疑い者の死

体を検案し た医師は、 ただちに最寄り の保健所への届出を行う 必要がある 。  

今般、 欧米等において確認さ れている サル痘の流行については、 その疫学的動向が既

知の知見と 異なっている こ と から 、 当面の間、 本疾患を疑う 患者（ 以下「 疑い例」 と い

う 。 ） 及びその接触者に関する 暫定症例定義、 医療機関及び保健所・ 都道府県等におけ

る 対応については、 下記の通り と する 。  

 

（ １ ） 疑い例及び接触者に関する 暫定症例定義 

１ ） 「 疑い例」 の定義： 原則、 下記の①～②全てを満たす者と する が、 臨床的にサル

痘を疑う に足る と し て主治医が判断をし た場合については、 こ の限り ではない。  

 

① 少なく と も 次の１ つ以上の症状を呈し ている 。  

・ 説明困難*１ な急性発疹（ 皮疹又は粘膜疹）  

（ *１ ） 水痘、 風疹、 梅毒、 伝染性軟属腫、 アレルギー反応、 その他の急性発疹

及び皮膚病変を呈する 疾患によ る も のと し て説明が困難である こ と をいう 。 た

だし 、 こ れら の疾患が検査によ り 否定さ れている こ と は必須ではない。  

・ 発熱（ 38. 5℃以上）  

・ 頭痛 

・ 背中の痛み 

・ 重度の脱力感 

・ リ ンパ節腫脹 

・ 筋肉痛 

・ 倦怠感 

・ 咽頭痛 

・ 肛門直腸痛 

・ その他の皮膚粘膜病変 

                                                      

1 世界保健機関（ WHO） 2022 Monkeypox Outbreak: Global Trends. 05 August 2022.  

https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_ global/  
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② 次のいずれかに該当する 。  

・ 発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告さ れている 国2に滞在歴があっ

た。  

・ 発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告さ れている 国に滞在歴がある 者

と 接触（ 表１ レベル中以上） があった。  

・ 発症 21 日以内にサル痘の患者又は①及び②を満たす者と の接触（ 表１ レベル中以

上） があった。  

・ 発症 21 日以内に複数ま たは不特定の者と 性的接触があった。  

・ 臨床的にサル痘を疑う に足る と し て主治医が判断をし た。  

 

 

２ ） 「 接触者」 の定義： 「 サル痘の患者（ 確定例） 又は疑い例」 （ 以下、 「 サル痘患

者等」 と いう 。 ） と 、 表１ に示す接触状況があった者を指す。  

 

表 1 接触状況によ る 感染リ スク のレベル 

 

サル痘患者等と の接触の状況 

創傷な ど を 含

む粘膜と の接

触 

寝食を と も に

する 家族や同

居人 

正常な 皮膚の

みと の接触 

1ｍ 以内の接触

歴３ ）  

1ｍを超える 接

触歴 

適切な PPE

の着用や感

染予防策 

なし  高１ ）  高２ ）  中１ ）  中 低 

あり  － － － 低 低 

１ ） サル痘常在国でのげっ歯類と の接触を含む 

２ ） 寝具やタ オルの共有や、 清掃・ 洗濯の際の、 確定例の体液が付着し た寝具・ 洋服等と の接触

を含む 

３ ） 接触時間や会話の有無等周辺の環境や接触の状況等個々の状況から 感染性を総合的に判断す

るこ と  

 

（ ２ ） 医療機関における 対応について 

１ ） 報告 

・ 疑い例の症例定義に該当する 者を診察し た場合には、 最寄り の保健所に相談する

こ と 。  

・ 特に、 最近の海外渡航歴を有する 疑い例については、 渡航歴、 接触歴（ 性的接触

歴を含む） 、 天然痘ワ ク チン接種歴等の詳細を可能な限り 聴取する こ と 。  

・ 感染症法第 15 条によ る 保健所の積極的疫学調査に協力する こ と 。  

・ 別紙１ を参考に疑い例の検体を保存する と と も に、 保健所の求めに応じ て、 検体

を提出する こ と 。  

                                                      

2 サル痘の発生状況については、 M ulti-country outbreak of m onkeypox, External situation report を参照さ れたい。  

https://www.who.int/publications/m  
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２ ） 診療上の留意点 

・ 疑い例に接する 際には、 接触及び空気予防策3を実施する こ と 。 入院が必要と なる

場合は、 個室（ 陰圧個室が望まし い。 ） で管理を行う こ と 。  

・ サル痘の患者については、 全ての皮疹が痂皮と なり 、 全ての痂皮が剥がれ落ちて

無く なる ま で（ 概ね 21 日間程度） は周囲のヒ ト や動物に感染さ せる 可能性があ

る 。  

・ サル痘については、 常在国における 致命率は高い一方で、 非常在国における 重症

化率については不明である こ と から 、 入院での管理を行う こ と が考慮さ れる 。  

・ 特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関等においては、 新型コ ロ ナ

ウ イ ルス 感染症患者等の対応状況を考慮し た上で、 当面の間、 サル痘患者等の受

入れや接触者の発症時の受診の受入れを優先的に検討さ れたい。  

・ 外来においてフォ ロ ーアッ プを行う 場合には、 自宅等における 感染対策を徹底す

る と と も に、 自身の健康に注意を払い、 症状が悪化する 場合には入院治療を行う

こ と ができ る よ う 、 最寄り の保健所と 連携をと る こ と 。  

・ サル痘の患者が利用し たリ ネン類を介し た医療従事者の感染の報告がある こ と か

ら 、 リ ネン類を含めた患者の使用し た物品の取り 扱いには注意する こ と 4。  

・ 患者（ 確定例） 、 疑い例、 接触者に対し て、 「 サル痘患者と サル痘疑い例への感

染予防策（ 国立感染症研究所・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー

（ DCC） ） 」 5で示さ れている 感染対策を実施する こ と 。 診断や治療等の臨床管理に

ついて、「 （ ５ ） 治療薬と ワ ク チンについて」 １ ） 、 ２ ） に記載の臨床研究への患

者（ 確定例） 及び接触者の参加については、 国立国際医療研究センタ ー国際感染

症センタ ー（ DCC） に相談を行う こ と が可能である 。  

 

【 連絡先】  

国立研究開発法人 国立国際医療研究センタ ー病院 

国際感染症センタ ー（ DCC）  

T E L :  03-3202-7181（ 代)  

Emai l :  i dsupport@hosp. ncgm. go. j p 

 

（ ３ ） 保健所・ 都道府県等における 対応について 

１ ） 報告 

                                                      

3 サル痘の主な感染経路は接触感染や飛沫感染である が、 水痘、 麻疹等の空気感染を起こ す感染症が鑑別診断に入る

こ と 、 サル痘に関する 知見は限定的である こ と 、 他の入院中の免疫不全者における 重症化リ ス ク 等を考慮し 、 現時

点では、 医療機関内では空気予防策を実施する こ と が推奨さ れる 。  

4「 感染症法に基づく 消毒・ 滅菌の手引き 」（ 令和４ 年３ 月 11 日付け健感発第 0311 第８ 号厚生労働省健康局結核感染症

課長通知別添） の「 痘そう 」 を参照のこ と 。  

5 国立感染症研究所・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC）「 サル痘患者と サル痘疑い例への感染予

防策」 https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m/2595-cfeir/11196-m onkeypox-01.htm l 
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・ 疑い例を診療し た医師から の相談があった場合には、 以下の連絡先に相談さ れた

い。 メ ールで連絡する 場合は、 厚生労働省と 国立感染症研究所の両方の連絡先を

宛先に入れる こ と 。  

 

２ ） 調査 

・  別紙２ を参考に、 感染症法第 15 条に基づく 積極的疫学調査を実施する こ と 。  

・  積極的疫学調査の実施にあたっては、 国立感染症研究所の実地疫学専門家養成プ

ロ グラ ム（ FETP） の派遣を行う こ と ができ る ので、積極的に活用を検討さ れたい。  

・  調査結果については、感染症法第 15 条に基づき 、国立感染症研究所によ り 調査票

の分析を行う ので、 調査票を記入し 第一報をし た時点（ 記載可能な範囲） で、 可

能な限り 電子ファ イ ルで、 上記メ ールアド レス （ 厚生労働省結核感染症課及び国

立感染症研究所 EOC） に報告さ れたい（ 件名の文頭に【 サル痘】 と 記載） 。  

・  なお、 症例が他の自治体管轄の医療機関へ転院し た場合などは、 転院先の自治体

に情報や検体確保状況を共有する など、 自治体間の情報共有や検体確保のための

協力を円滑に実施する こ と 。  

・  調査において疑い例やサル痘の患者に接する 際には、 接触及び飛沫感染予防策を

実施する こ と 。  

 

３ ） 検体 

・  地方衛生研究所において、「 病原体検出マニュ アル サル痘（ 第２ 版） （ 令和４ 年

８ 月国立感染症研究所） 」 に基づく 検査体制が整った場合については、 感染症法

第 15 条に基づき 、 別紙１ を参考に検体を収集し 、 地方衛生研究所に送付する こ

と 。 検査体制が整う までの間の検体については、 国立感染症研究所に送付する こ

と 。 検体採取・ 送付の具体的な調整については、 上記、 国立感染症研究所 EOCに

相談さ れたい。  

・  検体の輸送に当たっては、原則、 基本三重梱包を行ない、 カテゴリ ーＢ  に分類さ

れる 臨床検体等の取扱いが可能な輸送業者又は公用車・ 社用車等の車両等を利用

し て送付する こ と 。  

・  陽性と 判明し た検体については、 後日、 国立感染症研究所への送付についてご協

力を頂き たい。 なお、 陽性と 判明し た検体であっても 、 ウ イ ルス 分離株を除き 、

カテゴリ ーＢ 6と し て輸送を行って差し 支えない。 （ ウ イ ルス 分離株については、

カテゴリ ーＡ で輸送する こ と 。 ）  

 

４ ） サル痘患者等及び接触者への対応 

・ 患者（ 確定例） の発生に備え、サル痘患者等の受入れや接触者の発症時の受診につ

いて、管内の感染症指定医療機関等と あら かじ め協議を行い、受入れ体制を確保す

る こ と 。なお、各自治体において、新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症患者等の対応状況を

考慮し た上で、当面の間、特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関等

における 受け入れを優先する こ と が望まし い。  

・ サル痘患者等が自ら 医療機関に向かう 場合には、公共交通機関は避け、自家用車な

ど他人と の接触をなる べく 避けら れる 交通手段を用いる こ と が望まし い。ま た、や

                                                      

6 国立感染症研究所「 感染性物質の輸送規制に関する ガイ ダンス 2013-2014 版」

https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/who/WHOguidance_ transport13-14.pdf 
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むを得ず公共交通機関を利用する 場合には、マスク の着用、及び皮膚の病変がある

場合には、衣服やガーゼ等で皮膚の病変を覆い、比較的空いている 時間帯やス ペー

スを選ぶ等によ り 、 他人と の接触を避ける よ う 行動する こ と が望まし い。  

・ サル痘患者等の滞在場所や病原体に汚染さ れた可能性がある 物件等については、

感染症法第 27 条又は第 29 条に基づき 、 必要に応じ て適切に消毒等を行う こ と 。

消毒方法については、「 感染症法に基づく 消毒・ 滅菌の手引き 」（ 令和４ 年３ 月 11

日付け健感発第 0311 第８ 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知別添） の「 痘そ

う 」 のほか、「 サル痘患者と サル痘疑い例への感染予防策（ 国立感染症研究所・ 国

立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC） ） 」 を参照する こ と 。 消毒方

法の詳細については、 国立感染症研究所に相談さ れたい。  

・ サル痘は感染症法上の４ 類感染症であり 、 感染症法に基づく 入院勧告等の措置が

適用さ れないが、 海外での感染が拡大し ている こ と を踏まえ、 患者（ 確定例） 及び

疑い例、 接触者に対し て、「 サル痘患者と サル痘疑い例への感染予防策（ 国立感染

症研究所・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC） ） 」 7で示さ れて

いる 感染対策を実施する こ と 。  

 

① 患者（ 確定例） 及び疑い例 

・ サル痘の患者については、全ての皮疹が痂皮と なり 、全ての痂皮が剥がれ落ちて無

く なる まで（ 概ね 21 日間程度） は周囲のヒ ト や動物に感染さ せる 可能性がある 。 

・ サル痘については、常在国における 致命率は高い一方で、非常在国における 重症化

率については不明である こ と から 、 入院での管理を行う こ と が考慮さ れる 。  

・ 入院し ない場合には、 以下の自宅等における 感染対策（ *） を徹底する と と も に、

別紙２ を参考に自身の健康に注意を払い必要に応じ てフォ ロ ーアッ プを行う と と

も に、症状が悪化する 場合には、受診中の医療機関と も 連携の上、受け入れ医療機

関への入院について調整さ れたい。  

・  なお、 個別の対応については、 適宜、 厚生労働省と も 協議さ れたい。  

・  「 （ ５ ） 治療薬と ワ ク チンについて」 １ ） 、 ２ ） に記載の臨床研究への患者（ 確定

例） 及び接触者の参加についても 、 厚生労働省に相談さ れたい。  

・  患者が「 （ ５ ） 治療薬と ワ ク チンについて」 １ ） に記載の臨床研究に参加する 場合、

基本的には、患者が自家用車等によ り 移動し 、研究実施医療機関を受診する こ と を

想定し ている が、 患者の状態や自家用車の利用ができ ない等の事情によ り 研究を

実施する 医療機関への搬送が必要と なる 場合には、厚生労働省に個別に相談・ 調整

さ れたい。  

 

*自宅等における 感染対策について 

・ 免疫不全者、 妊婦、 12 歳未満の小児と の接触を控える 。  

・ 発症中は他人の肌や顔と の接触、 性的接触を控える 。 また、 サル痘については

性的接触によ る 感染が指摘さ れている こ と から 、症状が消失し た後も 、コ ンド

ームの着用等、 性感染のリ スク 回避を心がける 。  

・ 他者と の寝具、 タ オル、 食器の共用を避ける 。  

                                                      

7 国立感染症研究所・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC）「 サル痘患者と サル痘疑い例への感染予

防策」 https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m /2595-cfeir/11196-m onkeypox-01.htm l  
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・ アルコ ール等の消毒剤を使用し た手指衛生を行う 。  
 

② 接触者 

・ 別紙２ を参考に、 患者（ 確定例） 又は疑い例と の接触後 21 日間は体調に注意し 、

接触状況によ る 感染リ ス ク に応じ て適切にフォ ロ ーアッ プを行う と と も に、 発症

時には速やかに医療機関を受診する こ と 。  

・ 接触者が「 （ ５ ） 治療薬と ワ ク チンについて」 ２ ） に記載の臨床研究参加を希望す

る 場合は、厚生労働省に相談いただく と と も に、希望する 接触者と の接種の日時や

実施場所の調整・ 確保8、巡回健診の届出の迅速な受付等につき 、ご協力願いたい。  

 

５ ） 検疫所と の連携 

・ 検疫所において、疑い例に該当する 可能性がある 者が確認さ れた場合には、当該者

に関する 聴取内容及び医療機関への搬送等について、 結核感染症課から 管轄の自

治体に情報提供をする こ と と し ている ので、 搬送先医療機関と の連携及びその後

の対応等について協力をお願いする 。  

 

（ ４ ） 地方衛生研究所における 対応について 

・ 検査体制が整った地方衛生研究所おいては、「 病原体検出マニュ アル サル痘（ 第２

版）（ 令和４ 年８ 月国立感染症研究所）」 に基づき 、疑い例から 採取さ れた検体の検

査を実施さ れたい。なお、地方衛生研究所における 検査費用については、感染症発

生動向調査事業負担金の対象と なる こ と を申し 添える 。  

・ 病原体が確認さ れた場合には、その検査結果等について、保健所を通じ て、２（ ３ ）

に記載の厚生労働省と 国立感染症研究所 EOC連絡先に報告さ れたい。  

・ 検体の輸送に当たっては、 原則、 基本三重梱包を行ない、 カテゴリ ーＢ  に分類さ

れる 臨床検体等の取扱いが可能な輸送業者ま たは公用車・ 社用車等の車両等を利

用し て送付する こ と 。なお、陽性と 判明し た検体であっても 、ウ イ ルス分離株を除

き 、 カテゴリ ーＢ と し て輸送を行って差し 支えない。 （ ウ イ ルス 分離株について

は、 カテゴリ ーＡ で輸送する こ と 。 ）  

 

（ ５ ） 治療薬と ワ ク チンについて 

現在、国立国際医療研究センタ ー( NCGM) において、サル痘の患者への治療薬の投与、

接触者へのワ ク チン接種に関する 臨床研究を実施し ている 。患者（ 確定例） 又は接触者

が臨床研究の要件に合致し 、 当該者が臨床研究に関する 説明を受け合意し た場合には

臨床研究に参加する こ と が可能である 。当該臨床研究に関する 相談先については、（ ２ ）

２ ） を参照さ れたい。  

 

１ ） サル痘の患者への治療薬投与に関する 臨床研究 

・ 欧州・ 米国等で承認さ れている 天然痘治療薬テコ ビリ マッ ト （ Tecovi r i mat） に

ついては、サル痘における 有効性も 示唆さ れ、 欧州においては、 サル痘の治療へ

                                                      
8 ワ ク チンは１ バイ アル当たり 50 人に接種が可能であり 、 原則と し て一か所での接種と なる こ と から 日程を合わせる

必要がある が、 互いに接点のない接触者同士が顔を合わせる こ と がないよ う にする などプラ イ バシーの配慮が必要で

ある 。  
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の適応が承認さ れている 。  

・ 今般、 国内で発生し たサル痘の患者に対し て本剤を投与し 、 安全性・ 有効性を評

価する 臨床研究を NCGMにおいて開始し ている 。 当該研究に関する 情報は、 別紙

３「 自治体及び医療機関の皆様向け研究概要説明資料」 のほか、臨床研究等提出・

公開システム（ j RCT） 9で公開さ れている ので参照さ れたい。  

・ 患者が本研究に参加する 場合、 基本的には、患者が自家用車等によ り 移動し 、研

究実施医療機関を受診する こ と を想定し ている が、患者の状態や自家用車の利用

ができ ない等の事情によ り 研究を実施する 医療機関への搬送が必要と なる 場合

には、 医療機関、 保健所・ 都道府県等よ り 厚生労働省に個別に相談さ れたい。  

 

 

２ ） 接触者へのワ ク チン接種に関する 臨床研究 

・ 天然痘ワ ク チンは、サル痘の患者と の接触後に発症・ 重症化を予防する 効果が期

待さ れる と さ れており 、 世界保健機関( WHO) は暫定ガイ ダンス において、 我が国

で生産さ れている 天然痘ワ ク チン（ 乾燥細胞培養痘そう ワ ク チン LC16： Ｋ Ｍバ

イ オロ ジク ス社製。 以下「 LC16 ワ ク チン」 と いう 。） を推奨ワ ク チンに位置付け

ている 10。 LC16 ワ ク チンについては、 サル痘に対する 適応承認がなさ れたが、 一

般流通し ていないこ と 、更なる 知見の収集を推進する 観点から 、NCGMにおいて、

サル痘の接触者に対し て LC16 ワ ク チンの接種を行い、 安全性・ 有効性を評価す

る 臨床研究を継続し て実施し ている 。 当該研究に関する 情報は、 別紙３ 「 自治体

及び医療機関の皆様向け研究概要説明資料」 のほか、 臨床研究等提出・ 公開シス

テム（ j RCT） 11で公開さ れている ので参照さ れたい。  

・ 本試験においては、 サル痘の患者と 接触し て 14 日以内の者に対し てワ ク チン接

種を行う 。 なお、 所在地が遠方のため、 NCGM においてワ ク チン接種を受ける こ

と が困難な接触者には、研究者が出張し てワ ク チン接種を行う こ と が可能である 。 

 

３ ） サル痘の患者への接触リ スク が高い者に対する 曝露前ワ ク チン接種の検討 

・ 諸外国のサル痘の発生状況等も 踏ま え、 サル痘の患者と 接触する リ ス ク が高い

者のう ち希望する 者へのワ ク チン接種については、 今後必要に応じ て検討する

こ と と し ている が、 あら かじ め接種対象者の把握等の調査を行う 予定である 。  

 

 

３ ． 参考資料 

（ １ ） サル痘の基礎情報について 

・ 国立感染症研究所ファ ク ト シート ： サル痘  

ht t ps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/j a/kansennohanashi /408-monkeypox-i nt ro. html  

                                                      

9 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031220169 

10 世界保健機関（ WHO） Vaccines and im munization for monkeypox: Interim  guidance, , 14 June 2022. 

https://www.who.int/publications/i/item/who-mpx-immunization-2022.1 

11 https://jrct.niph.go.jp/latest-detail/jRCTs031220137 
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・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC） ファ ク ト シート ： サル痘  

ht t p: //dcc-i r s. ncgm. go. j p/mater i al /f act sheet/ 

・ WHO  Monkeypox  

ht t ps: //www. who. i nt/heal t h-topi cs/monkeypox#t ab=t ab_ 1 

・ ECDC Fact sheet  f or  heal t h prof essi onal s on monkeypox 

ht t ps: //www. ecdc. europa. eu/en/al l -t opi cs-z/monkeypox/f act sheet-heal t h-

prof essi onal s 

・ CDC Monkeypox 

ht t ps: //www. cdc. gov/poxvi rus/monkeypox/i ndex. html  

 

（ ２ ） 2022 年５ 月以降、 複数国で報告さ れている サル痘について 

・ 国立感染症研究所「 アフリ カ大陸以外の複数国で報告さ れている サル痘につい

て( 第 1 報) 」  

ht t ps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/j a/f rom-l ab/2521-cepr/11166-monkeypox-ra-

0524. html  

・ 国立感染症研究所「 複数国で報告さ れている サル痘について（ 第２ 報）」  

ht t ps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/j a/monkeypox-m/2596-cepr/11266-monkeypox-

ra-712. html  

・ WHO  Mul t i -count ry outbreak of  monkeypox,  Ext ernal  si t uat i on repor t  

ht t ps: //www. who. i nt/emergenci es/si t uat i on-repor t s 

・ ECDC Monkeypox out break 

ht t ps: //www. ecdc. europa. eu/en/monkeypox-outbreak 

・ UK Heal t h Secur i t y Agency l at est  f i ndi ngs i nt o monkeypox out break 

ht t ps: //www. gov. uk/government/news/ukhsa-l at est -f i ndi ngs-i nt o-

monkeypox-outbreak 

 

（ ３ ） 検査について 

・ 「 病原体検出マニュ アル サル痘（ 第２ 版） （ 令和４ 年８ 月国立感染症研究

所） 」  

ht t ps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/i mages/l ab-manual /monkeypox20220805. pdf  

 

（ ４ ） 感染予防策について 

・ 国立感染症研究所・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC）「 サ

ル痘患者と サル痘疑い例への感染予防策」  
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ht t ps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/j a/monkeypox-m/2595-cf ei r/11196-monkeypox-

01. html  

・ 「 感染症法に基づく 消毒・ 滅菌の手引き について」（ 令和４ 年３ 月 11 日付け健

感発第 0311 第８ 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）  

 

（ ５ ） 臨床対応について 

・ 国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ー（ DCC）「 サル痘診療指針」  

ht tp: //dcc-i r s. ncgm. go. j p/mater i al /f act sheet/monkeypox. html  

・ 臨床研究等提出・ 公開システム（ j RCT）「 サル痘における 暴露後予防と し ての痘

そう ワ ク チン試験」  

ht tps: //j rct . ni ph. go. j p/l at est -det ai l /j RCTs031220137 

・ 臨床研究等提出・ 公開システム（ j RCT）「 天然痘と サル痘に対する 経口テコ ビリ

マッ ト 治療の有効性およ び安全性を検討する 非盲検二群間比較試験」  

ht tps: //j rct . ni ph. go. j p/l at est -det ai l /j RCTs031220169 

・ サル痘の届出基準 

ht tps: //www. mhl w. go. j p/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-13. html  
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別紙１  病原体検査のために必要な検体採取、 保存方法について 

 

「 病原体検出マニュ アル サル痘（ 第２ 版）（ 令和４ 年８ 月国立感染症研究所）」に基づき 、

実施する こ と 。  

ht tps: //www. ni i d. go. j p/ni i d/i mages/l ab-manual /monkeypox20220805. pdf  
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別紙２  サル痘に対する 積極的疫学調査実施要領 

 

サル痘はオルソ ポッ ク ス ウ イ ルス 属に属する 、 サル痘ウ イ ルス によ る 感染症である 。 疫学情報や症状の

経過については下記のリ ンク を参照さ れたい。  

2022 年 5 月以降、 常在国から の輸入症例以外でのヒ ト -ヒ ト 感染例の報告が、 欧州を中心に複数の国で

相次いでいる 。 接触感染・ 性的接触・ 飛沫感染によ る 感染経路が考えら れており 、 国境を越えた交流での

感染伝播も 報告さ れている 。 サル痘の発生時に、 迅速かつ円滑な積極的疫学調査を実施でき る よ う 、 サル

痘に対する 積極的疫学調査実施要領を作成し た。  

 

（ 参照）  

・ 国立感染症研究所． サル痘と は  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/408-m onkeypox-intro.htm l  

・ 厚生労働省． サル痘に関する 情報提供及び協力依頼について 

https://www.mhlw.go.jp/content/ 000961917.pdf  

・ 国立感染症研究所． アフリ カ大陸以外の複数国で報告さ れている サル痘について(第 1 報)  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-lab/2521-cepr/11166-m onkeypox-ra-0524.htm l  

・ 国立感染症研究所． 複数国で報告さ れている サル痘について(第２ 報)  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m/2596-cepr/11266-monkeypox-ra-712.htm l 

 

用語の定義 

・ 「 患者（ 確定例）」、「 無症状病原体保有者」 及び「 感染症死亡者の死体」「 感染症死亡疑い者の死体」：

届出基準を参照のこ と  

 

・ 積極的疫学調査における「 疑い例」： 原則、 下記の全てを満たす者と する が、 臨床的にサル痘を疑う に

足る と し て主治医が判断をし た場合については、 こ の限り ではない。   

 

○ 少なく と も 次の１ つ以上の症状を呈し ている 。  

・ 説明困難*１ な急性発疹（ 皮疹又は粘膜疹）  

（ *１ ） 水痘、 風疹、 梅毒、 伝染性軟属腫、 アレルギー反応、 その他の急性発疹及び皮膚病変を呈する 疾

患によ る も のと し て説明が困難である こ と をいう 。ただし 、 こ れら の疾患が検査によ り 否定さ れている

こ と は必須ではない。  

・ 発熱（ 38.5℃以上）  

・ 頭痛 

・ 背中の痛み 
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・ 重度の脱力感 

・ リ ンパ節腫脹 

・ 筋肉痛 

・ 倦怠感 

・ 咽頭痛 

・ 肛門直腸痛 

・ その他の皮膚粘膜病変 

 

 ○ 次のいずれかに該当する  

・ 発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告さ れている 国***に滞在歴があった 

・ 発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告さ れている 国に滞在歴がある 者と 接触（ 表１

レ ベル中以上） があった 

・ 発症 21 日以内にサル痘患者又は①及び②を満たす者と の接触（ 表１ レ ベル中以上） があった 

・ 発症 21 日以内に複数ま たは不特定の者と 性的接触があった 

・ 臨床的にサル痘を疑う に足る と し て主治医が判断をし た。  

*** Multi-country outbreak of monkeypox, External situation report を参照さ れたい。  

https://www .who.int/publications/m   

  

・ 「 症例」： 届出基準の検査方法等によ り サル痘と 診断さ れたも の（「 患者（ 確定例）」「 感染症死亡者の

死体」「 感染症死亡疑い者の死体」「 無症状病原体保有者」） 及び「 疑い例」  

 

・ 「 接触者」： サル痘の患者（ 確定例） 又は疑い例と 表 1 に示す接触の状況があった者 

 

表１  接触状況によ る 感染リ ス ク のレ ベル 
 

サル痘患者等の接触の状況 

創傷など を 含

む粘膜と の接触 

寝食を と も に

する 家族や同居

人 

正常な皮膚の

みと の接触 

1ｍ以内の接触

歴３ ) 

1m を 超える 接触

歴 

適切な

PPE の着

用や感染

予防策 

なし  高１ ）  高２ ）  中１ ）  中 低 

あり     低 低 

１ ） サル痘常在国でのげっ 歯類と の接触を 含む 

２ ） 寝具やタ オルの共有や、 清掃・ 洗濯の際の、 確定例の体液が付着し た寝具・ 洋服等と の接触を 含む 

３ ） 接触時間や会話の有無等、 周辺の環境や接触の状況等個々の状況から 感染性を 総合的に判断する こ と 。  
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調査対象 

・ 積極的疫学調査の対象と なる のは、「 症例」、「 疑い例」 及びそれら の「 接触者」 である 。  

 

・ 接触者は、 表１ に示す感染リ ス ク のレ ベルによ り 、 潜伏期間中（ 患者と の最終接触日から 21 日間） は以

下の場合に応じ て、 それぞれ以下の留意点に注意し て生活を送る よ う 協力を求める 。  

 

① 感染リ ス ク のレ ベル： 中～高の場合 

  朝夕 1 日 2 回、 注意深く 自身の健康をチェ ッ ク し 、 サル痘を疑う 臨床的特徴（ 発熱、 発疹、 その

他の皮膚粘膜病変、 倦怠感、 肛門直腸痛、 咽頭痛、 リ ンパ節腫脹、 頭痛、 筋肉痛・ 背部痛等） の出

現がないかを自己観察する 。  

 

  健康状態に異常を認めた場合は、 直ちに最寄り の保健所に相談をする 。  

 

  感染リ ス ク が高であって、 接触者本人の同意が得ら れた場合は、 保健所によ る 積極的な健康状態

の確認を検討する 。 積極的な健康状態の確認を実施する 場合は 1 日 1 回実施する こ と が望まし

い。 対面、 電話、 SMS、 メ ール、 オンラ イ ン面接等、 使用可能な手段を用いて実施する 。  

 

  潜伏期間中は、 免疫不全者（ ス テロ イ ド ・ 免疫抑制剤使用、 HIV 感染、 がん患者、 非代償性腎不

全・ 肝不全等）、 妊婦、 12 歳未満の小児と の接触を可能な限り 控える 。  

 

  他者と の寝具、 タ オル、 食器の共用を避ける 。  

 

② 感染リ ス ク のレ ベル： 低の場合 

  健康状態に注意を 払い、 健康状態に異常を認めた場合は、 直ちに最寄り の保健所に相談をする 。 

 

調査内容 

・ 「 症例」 及び「 疑い例」 については、基本情報・ 臨床情報・ 推定感染源・ 接触者等必要な情報を収集する。  

 

・ 「 症例」 が受診し た医療機関が複数あり 、 当該医療機関を管轄する 保健所が複数にま たがる 場合は、 そ

れぞれの医療機関内の調査は当該医療機関を管轄する 保健所が、 保健所間で連携を図り ながら 実施する 。 

 

「 接触者」 への対応  

・ 潜伏期間中にサル痘の臨床症状を認めた者は、 保健所に連絡する よ う 説明する 。 保健所は「 疑い例」

と し て医療機関の受診、検査が必要か判断をし たう えで、その結果を踏ま え必要な調査と 対応を行う 。 
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・ 無症状の接触者は、 サル痘診断のための検査の対象と はなら ない。  

 

・ 無症状の接触者の家族、 周囲の者（ 同僚等） については、 特段の対応は不要である 。  

 

調査時の感染予防策 

・ 症状を呈し ている疑い例または確定例に対する疫学調査においてはオンラ イ ンでの聞取り 調査でも よ

い。 対面での疫学調査においては、 個人防護具の着脱に慣れた者が担当し 、 聞取り は適切に個人防護

具を着用し たう えで行う 。  

 

・ 無症状の接触者に対面調査を行う 際、 個人防護具の着用は不要である。  

 

その他 

・ 接触者の調査については、 複数の保健所が関与する場合、 初発の「 患者（ 確定例） 」 の届出受理保健所、

「 患者（ 確定例） 」 の入院医療機関管轄保健所又は接触者の多く が居住する地域を管轄する保健所が、 状

況に応じ て適宜と り まと める 。 保健所において接触者の積極的な健康状態の確認を行う 場合は、 居住地の

管轄保健所又は勤務場所の管轄保健所のいずれかが実施する。  

 

・ 患者（ 確定例） 及び接触者及びその家族等への対応については、 プラ イ バシーや人権の保護、 心情に十分

に配慮する。 公表については、 事前に厚生労働省と 十分調整を行う 。  

 

・ 調査員は、 自身に発熱がないこ と など、 健康状態に問題がないこ と を確認し た上で調査に携わる 。  

 

・ 「 症例」 及び「 疑い例」 の滞在場所等の消毒については、 当面、 「 感染症法に基づく 消毒・ 滅菌の手引

き」 （ 令和４ 年３ 月11日付け健感発第0311第８ 号厚生労働省健康局結核感染症課長 通知別添） の「 痘そ

う 」 のほか、 「 サル痘患者と サル痘疑い例への感染予防策（ 国立感染症研究所・ 国立国際医療研究センター

国際感染症センター（ DCC） ） 」 を参照する。  
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参考） サル痘の皮疹の特徴と 臨床経過 

顔面（ 95％）、 手掌、 足底（ 75％） に好発する 。 発疹の経過は 10 日程度で、 斑点状→小水疱→膿疱→痂

皮と 経過をたどる 。 発疹が多く 発生する 部位と し て、 多い順に、 顔 > 脚 >  体幹 >  腕 >  手掌 >  生殖器 

>  足底が挙げら れる １ 。 口腔粘膜や結膜、 角膜にも 発症し た例が報告さ れている 。 痂皮は 3 週間は完全に

消失し ないこ と があり 、 結痂（ けつか） が乾燥し て痂皮になり 、 剥がれ落ちる と 感染力はなく なる ２ 。  

一方で、 2022 年に欧米を中心に報告さ れている サル痘の症例では、 発疹は粘膜部位（ 性器、 肛門周囲、 口

腔粘膜） で始まる 事が多く 、 散在せず限局し ている 。 肛門痛、 テネス ムス、 直腸出血などの症状を呈し 、 肛

門周囲の小水疱性、 膿疱性、 潰瘍性の皮膚病変や直腸炎も 報告さ れている 4.5。 以下に部位別の写真を引用文

献 4 から 抜粋し て提示する 。  

 

  鼻、 手の皮膚病変の経時的変化 

発症後 3 日目     発症後 17 日目（ 一部痂皮化）  

      

発症後 17 日目（ 新鮮な膿疱性病変）   発症後 25 日目 

    

     

  右扁桃腫大と その上部の膿疱性病変 
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  体幹腹側、 背側、 臀部の対称的な斑点状皮疹    

   

  陰茎部病変の経過と 陰茎浮腫 

発症後 2 日目   発症後 3 日目     発症後 10 日目   発症 16 後日目 

    

（ 文献１ ） サル痘と 鑑別が必要な発疹性疾患 （ 文献３  Table1 をも と に感染研で訳）  

 サル痘 天然痘 水痘 

潜伏期間（ 日）  7-17 7-17 12-14 

前駆症状期間（ 日）  1-4 2-4 0-2 

症状    

発熱 中等度 重度 軽症ま たはなし  

倦怠感 中等度 中等度 軽症 

頭痛 中等度 重度 軽症 

リ ンパ節腫脹 中等度 なし  なし  

病変    

深さ （ 直径 mm）  表層～深部(4-6)  深部(4-6)  表層(2-4)  

分布 遠心性（ 主に）  遠心性 求心性 

皮疹の外観 同一経過段階にある

ため個々の皮疹の 

外観は均一 

同一経過段階にある

ため個々の皮疹の 

外観は均一 

様々な経過段階にあ

る 皮疹が混在する  

落屑ま での時間（ 日） 14-21 14-21 6-14 

手掌や足底病変 よ く ある  よ く ある  ま れ 

注） 2022 年に流行し ている 、 現在までに確認さ れたサル痘の臨床像では、 様々な経過段階にある 皮疹が混

在する こ と がある と 報告さ れている 。  
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天然痘と サル痘に対する 経口テコ ビリ マッ ト 治療の有効性およ び安全性を検討する 非盲検二群間比較試験 

（ 自治体及び医療機関の皆様向け研究概要説明資料）  

 

※ こ の文書は、 本研究の内容をわかり やすく 説明する ためのも のです。 本研究について患者に説明する 場

合、 必ず同意説明文書を参照し 、 必要に応じ て国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ーにお問い

合わせく ださ い。 ま た、 本研究は天然痘およ びサル痘を対象と し ており ま すが、 昨今の事情を鑑みて、 こ

の説明文書ではサル痘のみを扱っていま す。  

※ なお、研究への参加にあたっては、研究責任医師によ り 研究への組入れが妥当と 判断さ れた後、直接研究

に関する 説明を受け、 患者様ご本人が合意をさ れる こ と が前提と なり ま す。  

 

要約：  

  対象は検査によ り 診断が確定し た患者のみ。 疑い例を含む、 確定診断さ れていない患者は対象外。  

  すべての皮疹が消失する ま で（ ＝感染性がなく なる ま で）、 入院継続が必要である（ 通常、 発症から 2-4

週間）。  

  入院費用は研究費から 補填する 。（ アメ ニティ など一部の費用は患者本人の負担と なる 。）  

  テコ ビリ マッ ト 内服 (投与群)、 対症療法のみ(非投与群)の２ 群を比較する 。 どちら の群に割り 当てら れ

る かは、 患者の希望によ って決定する 。  

  入院中は週 2 回程度、 研究用の採血と 検体採取(咽頭、 尿、 皮膚病変部)を実施する 。  

 

臨床研究への参加に関する 基準：  

選択基準 

（ 研究に参加する ためには、 以下のすべてを満た

す必要がある ）  

除外基準 

（ 以下のいずれかに該当する 場合、 研究に参加でき

ない）  

  研究参加について文書同意あり 。  

  同意取得時の体重が 13kg 以上である 。  

  サル痘の診断が検査によ り 確定し ている 。  

  すべての皮疹が消失する ま で入院する こ と に

同意する 。  

  投与群の場合は、 すべての皮疹の消失に加え

て、 テコ ビリ マッ ト によ る 治療終了(14 日間)

ま で入院する こ と に同意する 。  

  経口テコ ビ リ マッ ト およ びその含有成分にアナ

フィ ラ キシーを起こ し たこ と がある 。  

  研究責任医師が、 研究への参加を不適切と 判断

し た。  

なお、 小児であっても 体重が 13kg 以上であれば除外さ れない。 妊婦、 授乳婦も 研究に参加でき る が、 投与群

を希望する 場合は、 経口テコ ビリ マッ ト 投与に関する 説明を受け、 そのメ リ ッ ト ・ デメ リ ッ ト を十分に理解

し た上で参加でき る 。  

 

経口テコ ビリ マッ ト について：  

  米国では天然痘に、 欧州では天然痘と サル痘に対し て治療適応が承認さ れている 。  

  体重に応じ て、 1 回 1～3 カプセル、 1 日 2 回、 14 日間を経口投与する 。  

  併用禁忌の薬剤はない。  

  有害事象と し て、 10% 程度の患者に頭痛、 1-10% 程度の患者にめま い、 嘔気、 嘔吐、 下痢、 腹部不快感、

などが報告さ れている 。  
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サル痘における 曝露後予防と し ての痘そう ワ ク チンの有効性及び安全性を検討する 非盲検単群試験 

（ 自治体及び医療機関の皆様向け研究概要説明資料）  

 

※ こ の文書は、 本研究の内容をわかり やすく 説明する ためのも のです。 本研究について患者に説明する 場

合、 必ず同意説明文書を参照し 、 必要に応じ て国立国際医療研究センタ ー国際感染症センタ ーにお問い

合わせく ださ い。  

※ なお、研究への参加にあたっては、研究責任医師によ り 研究への組入れが妥当と 判断さ れた後、直接研究

に関する 説明を受け、 患者様ご本人が合意をさ れる こ と が前提と なり ま す。  

 

要約：  

  対象はサル痘患者と 濃厚接触*し た者のみ。 発症し た患者は対象外。  

  希望があれば、 濃厚接触から 14 日以内に痘そう ワ ク チンを接種する 。  

  週 1 回は電話でサル痘発症や有害事象を確認する 。  

  濃厚接触後 21 日目頃又は症状発現時にサル痘発症の有無を診察で確認する 。  

  接種費用は無料。 受診の際には原則公共交通機関の使用は推奨さ れないため負担軽減費の支給あり 。  

(*本研究における 「 濃厚接触し た者」 は、 厚生労働省が発出し ている 積極的疫学調査の基準に基づき 、 保健

所が実施する 積極的疫学調査において、「 接触者」 と 判断さ れた者を指す。 ) 

 

臨床研究への参加に関する 基準：  

選択基準 

（ 研究に参加する ためには、 以下のすべてを満たす

必要がある ）  

除外基準 

（ 以下のいずれかに該当する 場合、 研究に参加で

き ない）  

  研究参加に関し て本人ま たは代理人によ る 文書

同意が得ら れた者 

  同意取得時の年齢が 1 歳以上の男女 

  サル痘と 診断さ れている 者と 濃厚接触し て 14

日以内の者 

  サル痘を発症し ていない者 

 

  明ら かに免疫機能異常のある 疾患を有する 者 

  副腎皮質ス テロ イ ド 剤や免疫抑制剤（ シク ロ ス

ポリ ン、 タ ク ロ リ ムス 、 アザチオプリ ン等） を

使用し ている 者 

  痘そう ワ ク チンの成分によ っ てアナフ ィ ラ キ

シーを呈し たこ と がある こ と が明ら かな者 

  明ら かな発熱を呈し ている 者 

  重篤な急性疾患への罹患が明ら かな者 

  妊娠し ている こ と が明ら かな者 

  ま ん延性の皮膚病にかかっている も ので、予防

接種によ り 障害を来たすおそれのある 者。  

  予防接種を行う こ と が不適当な状態にある 者 

  研究責任医師が研究への組み入れを 不適切と

判断し た者 

天然痘ワ ク チンについて：  

  本邦では天然痘の予防で承認さ れ、 サル痘患者に曝露後 14 日以内に接種する こ と でサル痘の発症を予

防でき る 可能性がある と さ れており 、 サル痘への追加適応承認がなさ れた。  

  前後の他のワ ク チン接種については研究責任/分担医師がリ ス ク ベネフィ ッ ト を判断する 。  

  有害事象と し て、 接種局所に副反応が見ら れる 他、 接種 10 日前後に全身反応と し て発熱、 発疹、 腋窩リ

ンパ節の腫脹をき たすこ と がある 。  


